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一
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

安
倍
内
閣
総
理
大
臣
の
夫
人
（
以
下
「
安
倍
総
理
夫
人
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
公
務
の
遂
行
を
補
助
す

る
こ
と
を
支
援
す
る
職
員
が
、
平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
四
日
及
び
同
月
二
十
五
日
に
、
安
倍
総
理
夫
人
に
同
行
し
て
名
古

屋
市
に
行
っ
た
事
実
は
な
い
。


